
1 

資料１ 

令和７年度のＫＹＯＭＳの取組状況 

 

令和７年度のＫＹＯＭＳに係る取組状況は以下のとおり 

１ ＰＬＡＮ（計画） 

項 目 概 要 時 期 

年度目標の設定 年度目標等の設定（P3 参照） ４月 

実施計画策定 

・年度目標の達成に向け、局区等ごとに実施計

画を策定。 

・各所属における取組内容※を設定。 

４～５月 

※ ①コピー用紙消費量削減、②省エネルギー、③廃棄物処理及び資源リサイクルの３つのカ

テゴリーに係る取組内容を設定し、実施状況を管理している。③については、令和７年度重

点項目として「コピー用紙消費量の削減」を、全所属の必須取組として「マイバッグの持参（職

場へレジ袋を持ち込まない）」及び「マイボトルやマイカップ等の携帯・使用」を設定した。 

 

２ ＤＯ（研修、教育・訓練等の実施） 

項 目 概 要 時 期 

ＫＹＯＭＳ 

担当者研修 

事務局が講師となり、局区等のＫＹＯＭＳ担

当者を対象に、ＫＹＯＭＳシステムの運用方

法、年間スケジュール等について研修 

５月～６月 

（動画視聴） 

職場実行 

責任者研修 

事務局が講師となり、職場実行責任者（所属

長）を対象に、前年度の取組結果や改善事例

等について研修 

10月～11月 
（動画視聴） 

ＫＹＯＭＳ 

職場研修 

職場実行責任者(所属長)が講師となり、所属

の職員を対象に、ＫＹＯＭＳに取り組む意義、

自ら設定した取組を推進する項目等について

研修 

10月～11月 

内部環境監査員 

養成講座 

ＥＭＳ審査員を外部講師として招き、新たに

内部環境監査員に就任予定の職員を対象に、

環境マネジメントシステムの概要や関係法令、内

部環境監査の目的や意義等について研修 

８月～９月 
（動画視聴） 

局区等間監査 

事前説明会 

事務局が講師となり、内部環境監査員を対象

に、局区等間監査の内容や手順、監査基準等

について説明 

10月～12月 
（動画視聴） 

緊急事態対応 

訓練 

毒物・危険物等を保管する局区等において、

緊急事態対応計画書に基づく訓練を実施し、

計画の有効性及び対応処置を確認 

９月～10 月 
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３ ＣＨＥＣＫ（監査、順守評価等） 

項 目 概 要 時期 

順守評価 
各局区等において、環境関連法規制に係る順

守評価を実施 
７月 

内 部 環 境 監 査

（局区等内点検） 

局区等環境マネジメント運用管理調整役（局区

等庶務担当課長等）が自らの局区等の所属の

取組状況について点検 

９月～12 月 

内 部 環 境 監 査

（局区等間監査） 

内部環境監査員が他局区等に対して監査を実

施 
11 月～1 月 

内 部 環 境 監 査  

委員会 

局区等間監査の実施結果の公表内容や改善

等について代表内部環境監査員から聴取 

２～３月 
（書面開催） 

監視測定、 

目標の達成状況

の評価 

・局区等の目標の達成状況及び所属における

取組内容を評価 

５月～６月 

及び 

11 月～12 月 

・評価結果は最高責任者（市長）及び環境管

理責任者（環境政策局長）に報告 

10 月及び 

３月 

外部有識者会議 

（ 監 査 同 行 ） 

・内部環境監査（局区等間監査）に同行いた

だき、実施状況等を実地確認 

・実地確認を踏まえ、専門的な見地から内部

監査の課題等について意見を聴取 

11 月～12 月 

外部有識者会議 
令和７年度の取組状況を踏まえ、ＫＹＯＭＳ

の運用の改善等の意見を聴取 
３月 

 

４ ＡＣＴＩＯＮ（見直し） 

項 目 概 要 時 期 

マネジメント

レビュー 

令和７年度の取組状況、目標の達成状況、各

局区等の評価を踏まえ、最高責任者（市長）

による評価及びＫＹＯＭＳの見直しの指示

等 

３月～ 
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令和７年度の取組目標 

 

具体的取組項目 令和７年度目標 備考 

① 電気使用量の削減 

 

前年度（令和６年度）比 
1.0％削減 

 

・省エネ法では、エネルギー

消費原単位を中長期的に見

て年平均 1％以上低減するよ

う努めることとされている

ため、準拠する形で目標値を

設定（ＫＹＯＭＳ開始時から

運用） 

② 都市ガス使用量の削減 

③ 水道使用量の削減 

④ ガソリン使用量の削減 

⑤ コピー用紙消費量の削
減 

グリーン 
調達の推進 

⑥消耗品 固定目標：90.0％ ・高水準で維持するよう目

標値を設定（平成 29 年度か

ら左記の目標値で固定） ⑦備品 固定目標：98.0％ 

⑧一般廃棄物排出量の削減 

前年度（令和６年度）比 
2.0％削減 

・従来は、前年度比 1.0％削

減としていたが、平成 30 年

度から、ごみ半減に向け

2.0％削減に上方修正。 

当該 2 項目については、こ

れまで順調に削減できてい

るため、令和７年度も 2.0％

削減という高い目標を維持。 

⑨缶・びん・ペットボトル 
 等の排出量の削減 

備考：※は、全購入額に占める環境対応品の購入額の割合を指標とする。  

 ＜本庁舎整備に係る対応＞ 

市役所本庁（本庁周辺ビルは一部除く。）は、令和７年３月の北庁舎の供用開

始に伴い、執務室の移転等が大規模に行われ、令和６年度と比較・評価が困難

であるとともに、庁舎の使用区画等も一致しないため、関連５項目（上表の①、

②、③、⑧、⑨）については、前年度実績と比較・評価せず、実績の把握のみ

を行った。 

なお、コピー用紙消費量など他の４項目（上表の④、⑤、⑥、⑦）について

は、従来どおり全庁舎対象の目標として設定した。 

 

＜重点項目＞ 

 コピー用紙消費量の削減 

（参考）過年度の重点項目 

年 度 項 目 

令和３年度 コピー用紙消費量の削減 

令和４年度 マイボトル・マイカップ利用の推進 

令和５年度 電気使用量の削減 

令和６年度 一般廃棄物排出量の削減 

※ 重点項目は、令和３年度から毎年度設定。 


